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■ 津屋崎千軒なごみ／12日、26日

■ 福間・津屋崎体育センター
4日、19日、【1日】

■ 福間会館／2日、3日、9日、10日、16日～18日、
23日、24日、30日、31日、【6日、7日】

■ ボランティアセンター／3日、4日、10日、11日、
17日、19日、24日、25日、31日、【1日、7日】

■ 子育て支援センターなかよし
4日、9日～11日、18日、25日、【1日】

■ 児童センターフクスタ
1日、8日～10日、15日、22日、29日、【5日】

■ 宮司公民館／4日、11日、19日、25日、【1日】

■ 中央公民館／4日、11日、19日、25日、【1日】

■ 市立図書館／4日、11日、19日、25日、28日、【1日】

■ 宮司コミュニティセンター／5日、12日、19日、26日、【2日】
■ 健康福祉館（ふくとぴあ）／9日、10日

■カメリアステージ
カメリアホール
5日、12日、19日、26日、【2日】
図書・歴史資料館
5日、12日、19日、26日、27日、【2日】

公共施設の休館日  ※【  】は8月上旬の休館日

広報ふくつは月末までに各世帯へ配布しています

時間 午前10時～午前11時50分、
　　  午後 1 時～午後 3 時50分
場所 公設分別ステーション（ハーモニー広場）

公設分別ステーション
今月の開設日は3日（日）、9日（土）、
17日（日）、23日（土）です。

今月の開設日は2日（土）、9日（土）、
16日（土）、23日（土）、30日（土）です。
時間 午前 9 時～午前11時50分、
　　　午後 1 時～午後 2 時50分
場所 林田産業グリーンリサイクルセンター

剪定くず・草ステーション
せんてい

問い合わせ　市うみがめ課☎62・5019

徹底しよう

感染症対策

問い合わせ
市いきいき健康課☎34・335１

感染症流行時の不要不急の外出は
控えましょう。

を心掛けましょう。

朝市
情報

※天候などにより中止になる場合があります。
問い合わせ

宗像漁協津屋崎支所☎５２・００５３

津屋崎
漁　港朝 市

毎週日曜日 午前7時から
津屋崎漁港

熱中症 にご注意
ください！！
にご注意
ください！！

こまめに水分を摂り、
外出時は帽子や日傘を忘れずに。
暑い日にはエアコンを
利用しましょう！
屋外で人と2メートル以上の距離が
あるときはマスクを外しましょう！

時間 午前10時～午前11時50分
場所 福間漁港

※粗大ゴミの収集は
　ありません

臨時公設分別
ステーション

今月の開設日は27日（水）です。

毎　月
開設中

問い合わせ　市うみがめ課☎62・5019

手洗い、マスク着用
咳エチケット

●公設分別ステーション開設日
●宮司郷づくり松林保全活動
　宮地浜交差点前海岸松林 午前8時～午前9時

●公設分別ステーション開設日

●シルバー人材センター入会希望者説明会
ふくとぴあ 午前10時～正午

●剪定くず・草ステーション開設日
●ふくま郷づくり松林保全活動
西福間４丁目海岸松林 午前8時～午前9時

●津屋崎郷づくり松林保全活動
天神町～東町１区海岸松林 午前8時～午前9時

●シルバー人材センター入会希望者説明会
ふくとぴあ 午前10時～正午

●公設分別ステーション開設日
●剪定くず・草ステーション開設日
●ふくま郷づくり松林保全活動
花見の里海岸松林 午前8時～午前9時

●津屋崎郷づくり松林保全活動
　天神町～東町１区海岸松林 午前8時～午前9時

●剪定くず・草ステーション開設日
●津屋崎郷づくり松林保全活動
天神町～東町１区海岸松林 午前8時～午前9時

●郷育カレッジ開講式（要予約）
市中央公民館 午後1時～午後3時30分
　（開場 午後0時30分）

●剪定くず・草ステーション開設日
●ふくま郷づくり松林保全活動
福津市観光情報ステーション前海岸松林
午前8時～午前9時
●津屋崎郷づくり松林保全活動
　天神町～東町１区海岸松林 
　午前8時～午前9時

●臨時公設分別ステーション開設日

●食育の日
「家族みんなで食事を楽しみましょう」

●福津のさざえまつり
お魚センターうみがめ 午前9時～午後5時
津屋崎千軒なごみ　午前9時～午後5時

●公設分別ステーション開設日
●宮司郷づくり松林保全活動
宮地浜交差点前海岸松林 午前8時～午前9時

●公設分別ステーション開設日
●剪定くず・草ステーション開設日
●津屋崎郷づくり松林保全活動
天神町～東町１区海岸松林 午前8時～午前9時

●マイナンバーカード交付
（個人番号カード交付・電子証明書発行
　 通知書兼照会書が届いている人のみ）
　 市市民課 受付午前9時～正午

●剪定くず・草ステーション開設日
●津屋崎郷づくり松林保全活動
天神町～東町１区海岸松林 午前8時～午前9時

●福津のさざえまつり
お魚センターうみがめ 午前9時～午後5時

　津屋崎千軒なごみ　午前9時～午後5時



備えよう災害

救急車を呼ぶべきか確認

火災現場を問い合わせ

最新の防災放送を聞く

☎#7119

☎0180-999-090

☎0180-999-292

問い合わせ　市防災安全課☎43・8107

ポイント１　窓口の予約が簡単にできる
ポイント２　子どもの成長を記録できる
ポイント３　子育て情報が簡単に   
                手に入る

子育て支援アプリを
利用しませんか？

詳しくは市公式ホームページへ▶

福津市立小・中学校  講師募集
○募集職種 （県費の講師）   小・中学校の常勤講師、非常勤講師 
○募集資格 （年齢不問）  該当校種の教員免許状所有者
　※該当校種の免許状がない人もまずはご相談ください
○登録方法　右のQRコードから申し込み
○問い合わせ　市学校教育課☎62・5090

撮ってみよう かがみの海
　濡れた砂浜や潮だまりが鏡のように空を映
す「かがみの海」の写真を撮ってみませんか。

▼詳しくは「かが
　みの海公式サ
　イト」へ

▲登録・申し込みは
　こちらから

水道の問い合わせ
使用開始・中止／宗像地区上下水道料金セ
ンター☎62・0026
漏水／修理は当番の指定工事業者が対応します。
福間地区☎４２・７７８８ 津屋崎地区☎５２・４４２０
問い合わせ 宗像地区水道管理センター☎
62・0975

救急診療
夜間、休日の

　内科、小児科
宗像地区急患センター☎36・1199
平日　午後7時30分～翌午前６時　※受け付
けは午前５時３０分まで
土曜日 午後6時～翌午前９時
日曜日、祝日　午前９時～翌午前６時　※受け
付けは午前５時３０分まで、翌日が休日の場合
は午前９時まで

　小児救急電話相談  ３６５日開設
#8000 または☎092・731・4119（専用電話番号）
平日 受付　午後７時～翌午前7時
土曜日 受付　正午～翌午前7時
日曜日、祝日　受付　午前7時～翌午前7時

福津市     宗像市宗福  8月の休日外科当番医
上妻整形外科医院7日（日） 福☎42・0089

3日（日）
10日（日）
17日（日）
18日（月・祝）
24日（日）
31日（日）

福津市     宗像市宗福  7月の休日外科当番医
宗像乳腺外科
蜂須賀病院
渡辺整形外科医院
荒牧整形外科医院
あかま整形クリニック
高橋整形外科医院

福
宗
宗
福
宗
宗

☎62・5705
☎36・3636
☎32・2600
☎34・3355
☎35・6440
☎37・8013

○消費生活相談
月曜・水曜・金曜日（閉庁日は除く）／午前9時
～午後4時／市消費生活相談窓口☎43・
8106　※閉庁日は☎188へ

○高齢者のための相談
月曜～土曜日（祝日、第2土曜日は除く）／午前
８時30分～午後5時／市地域包括支援セン
ター ☎43・0787

○行政相談（ふくとぴあ）
第２水曜日（祝日は除く）／午前10時～午後3
時／市人権政策課☎43・8129

○無料法律相談の紹介
チケット方式（要紹介状発行）/月曜・水曜・金
曜・土曜日（お盆、祝日などは除く）/午前8時
30分～午後5時
弁護士派遣方式（要事前予約）/毎月第2・第4
火曜日（祝日の場合、翌開庁日）/午後1時10
分～午後4時/市人権政策課☎43・8129

○ふくつ女性ホットライン
祝日を除く毎日／午前10時～午後5時（木曜
日は午後7時まで）／☎092・401・5353

○心配ごと相談（ふくとぴあ）
第2・第4水曜日（祝日の場合は問い合わせ）
／午前10時～午後3時／市社会福祉協議会
☎34・3341

○特設人権相談（ふくとぴあ）
第４水曜日（祝日の場合は問い合わせ）／午前
10時～午後3時／市人権政策課☎43・8129

○身体障がい者相談（ふくとぴあ）
第４水曜日（祝日の場合は第2水曜日）／午前
10時～正午／市福祉課☎43・8189

相談あれこれ
何かあったら、まず相談！

ささえ合いのまち福津
いつまでも住み慣れた地域で過ごしたい！

ケアプランの作成からサービスの利用まで
　要介護1～5と認定された人で、自宅を
中心としたサービスを希望する人は、ケア
マネジャーを配置しているサービス事業者
「居宅介護支援事業者」に、施設への入所
を希望する人は介護保険施設に連絡します。
また、要支援1・2と認定された人および
介護予防・生活支援サービス事業対象者は
地域包括支援センターに連絡します。
　家族や担当のケアマネジャー、職員と、
これからどのような生活を希望するかなど
を話し合い、ケアプランを作成します。
　その後、サービス事業者と契約し、作成
したケアプランに沿ってサービスを利用し
ます。
　ケアプランの作成および相談に、利用者
の費用負担はありません。全額を介護保険
で負担します。契約に当たってはサービス
内容や料金などをよく確認しましょう。
　ケアプランには目標の達成につながる
サービスを組み込むことが大切です。「担
当のケアマネジャーに全てお任せ」ではな
く、目標やどんな生活を送りたいかをケア
マネジャーに積極的に伝えましょう。
　サービス利用開始から一定期間後、目標
が達成されているか評価します。サービス
利用の途中でも「自分の生活に合わない」
「改善が見られない」という場合は、ケア
プランの見直しができますので、遠慮なく
ケアマネジャーに相談してください。

問い合わせ　市高齢者サービス課☎43・8191

介護サービスの利用
ケアプランの作成について

　骨髄は、白血球や赤血球などの血液を作
る工場の役割をしており、がん化してしま
うと白血病、血液そのものが製造されない
と再生不良性貧血などになります。
　骨髄は、成人では腰などの比較的大きく
て硬い骨の中にあるゼリー状のもので、骨
髄移植では提供者から注射器で吸い出し、
移植を希望する人に点滴のように入れてい
く治療です。
　全国で毎年約2,000人が、骨髄移植や末
梢血幹細胞移植を必要としていますが、数
百から数万通りある白血球の型が一致しな
ければならないため、多くの人の協力が欠
かせません。そのため、市ではこのドナー
の経済的負担を軽減するため、助成金の交
付を開始しました。

助成対象者
　次の①～④全てに該当する人
①公益財団法人日本骨髄バンクに骨髄など
　の提供を完了し、証明する書類の交付を
　受けている人
②市内に住所を有する人
③市税などの滞納がない人
④他の法令による同種同類の助成金などを
　受けていない人

助成内容
　令和4年4月以降に発生した骨髄などの提
供に係る通院または入院1日につき2万円の
助成金を交付します。なお、上限は14万円
です。

いきいき健康だより
心も体も健康に

問い合わせ　市いきいき健康課☎34・3351

※ドナー休暇制度などを利用した場合は助
　成の対象となりません

申請方法
　申請は骨髄などの提供から90日以内に、
申請が必要です。必要な書類は市いきいき
健康課の窓口で配布するほか、市公式ホー
ムページからダウンロードできます。
【骨髄の提供にはドナー登録が必要です】
　骨髄の提供には骨髄バンクへの登録が必
要です。最寄りの献血ルームまたは以下の
問い合わせ先にお問い合わせください。
受付時間　平日午前9時～午後5時30分
問い合わせ　公益財団法人日本骨髄バンク
☎03 ･ 5 2 8 0 ･ 1 7 8 9、ホームページ 
https://www.jmdp.or.jp

　県内では、毎日約600人の献血を必要と
しています。皆さんの心温かいご協力をお
願いします。
日程　7月20日（水）
受付時間　午前10時～午後3時30分　※正
午～午後1時を除く
場所　津屋崎行政センター
　　 400 ㎖ 献血ができる人
体重　50kg以上
年齢　男性17歳・女性18歳～69歳　※65
歳以上の人は、60歳以降に献血経験がある
人に限る
問い合わせ　県赤十字
血液センター☎092・
921・1400

骨髄移植ドナー助成金交付事業を
始めました

献血にご協力をお願いします


